
 

特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文 

 

○
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
） 

 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線

部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 

行 

第
一
条 

（
略
） 

第
一
条 

（
略
） 

（
特
定
無
線
設
備
等
） 

第
二
条 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
特
定
無
線
設
備
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。 

 

一
～
五
十
六 

（
略
） 

 

（
特
定
無
線
設
備
等
） 

第
二
条 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
特
定
無
線
設
備
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。 

 

一
～
五
十
六 

（
略
） 

 

五
十
六
の
二 

設
備
規
則
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
七
条
の
二
ま
で
に
お
い
て

そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
超
短
波
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を

除
く
。
）
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備(

受
信
障

害
対
策
中
継
放
送
を
行
う
た
め
の
無
線
設
備
に
限
る
。)

で
あ
つ
て
、
そ
の
空

中
線
電
力
が
〇
・
二
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の 

 

五
十
七 

設
備
規
則
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
及
び
第
三
十
七
条
の
二
十
七

の
十
一
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
又
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
に
使

用
す
る
た
め
の
無
線
設
備(

他
の
地
上
基
幹
放
送
局
の
放
送
番
組
を
中
継
す
る

方
法
の
み
に
よ
る
放
送
を
行
う
た
め
の
無
線
設
備
に
限
る
。)

で
あ
つ
て
、
そ

の
空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の 

五
十
七 

設
備
規
則
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
及
び
第
三
十
七
条
の
二
十
七

の
十
一
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
標
準
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
放
送
又
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
放
送
局
に
使
用
す

る
た
め
の
無
線
設
備(

他
の
放
送
局
の
放
送
番
組
を
中
継
す
る
方
法
の
み
に

よ
る
放
送
を
行
う
た
め
の
無
線
設
備
に
限
る
。)

で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線

電
力
が
〇
・
〇
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の 

五
十
七
の
二 

設
備
規
則
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
か
ら
第
三
十
七
条
の
二

十
七
の
十
一
ま
で
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
標
準

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放

送
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備(

受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
行
う
た
め

の
無
線
設
備
に
限
る
。)

で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
五
ワ
ッ
ト

以
下
の
も
の 

五
十
七
の
二 

設
備
規
則
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
か
ら
第
三
十
七
条
の
二

十
七
の
十
一
ま
で
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
標

準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
放
送
局

に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備(

受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
行
う
た
め
の

無
線
設
備
に
限
る
。)

で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
五
ワ
ッ
ト

以
下
の
も
の 

五
十
七
の
三
～
六
十
六 

（
略
） 

五
十
七
の
三
～
六
十
六 

（
略
） 



 
２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

第
三
条
～
第
四
十
三
条 

（
略
） 

第
三
条
～
第
四
十
三
条 

（
略
） 

別
表
第
一
号 
技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
（
第
六
条
及
び
第
二
十
五
条

関
係
） 

一 

技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
は
、
次
の
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。 

(1)
・
(2) 

（
略
） 

(3) 

特
性
試
験 

申
込
設
備
に
つ
い
て
、
次
に
従
つ
て
試
験
を
行
い
、
か
つ
、
技
術
基
準

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査
を
行
う
。 

ア 

次
の
表
の
一
の
欄
に
掲
げ
る
装
置
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
二
の
欄
に

掲
げ
る
試
験
項
目
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
三
の
欄
に
掲
げ
る
測
定
器

等
を
使
用
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
試
験
方
法
又
は
こ
れ
と
同

等
以
上
の
方
法
に
よ
り
同
表
の
四
の
欄
の
特
定
無
線
設
備
の
種
別
に
従

つ
て
試
験
を
行
う
。 

別
表
第
一
号 

技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
（
第
六
条
及
び
第
二
十
五
条

関
係
） 

 

一 

技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
は
、
次
の
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。 

(1)
・
(2) 

（
略
） 

(3) 

特
性
試
験 

申
込
設
備
に
つ
い
て
、
次
に
従
つ
て
試
験
を
行
い
、
か
つ
、
技
術
基
準

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査
を
行
う
。 

ア 

次
の
表
の
一
の
欄
に
掲
げ
る
装
置
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
二
の
欄
に

掲
げ
る
試
験
項
目
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
三
の
欄
に
掲
げ
る
測
定
器

等
を
使
用
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
試
験
方
法
又
は
こ
れ
と
同

等
以
上
の
方
法
に
よ
り
同
表
の
四
の
欄
の
特
定
無
線
設
備
の
種
別
に
従

つ
て
試
験
を
行
う
。 

 
 

 

一 

  装 

  置 
 

二
試
験
項
目 

三
測
定
器
等 

四 
 

特
定
無
線
設
備
の
種
別 

 
 

一 

  装 

  置 
 

二
試
験
項
目 

三
測
定
器
等 

四 

特
定
無
線
設
備
の
種
別 

 

 

    

（
略
） 

   

第二条第一項第五十六号の二の無

第二条第一項第五十七号の無線設

 

 

（
略
） 

第二条第一項第五十七号の無線設

 



 

線設備 

備 

備 

 
     送 

     信 

     装 

     置 

周

波

数 

周

波

数

計

又

は 

ス

ペ

ク

ト

ル

分

析

器 

（
略
） 

○ 

○ 
 

     送 

     信 

     装 

     置 

周

波

数 

周

波

数

計

又

は 

ス

ペ

ク

ト

ル

分

析

器 

（
略
） 

○  

 

占

有

周

波

数

帯

幅 

疑
似
音
声
発
生
器
又
は 

疑

似

信

号

発

生

器 

バ

ン

ド

メ

ー

タ

又

は 

ス

ペ

ク

ト

ル

分

析

器 

（
略
） 

○ 

○ 
 

占

有

周

波

数

帯

幅 

疑
似
音
声
発
生
器
又
は 

疑

似

信

号

発

生

器 

バ

ン

ド

メ

ー

タ

又

は 

ス

ペ

ク

ト

ル

分

析

器 

（
略
） 

○  

 

ス

プ

リ

ア

ス

発

射 

又
は
不
要
発
射
の
強
度 

低

周

波

発

振

器

ス

プ 

リ

ア

ス

電

力

計

又

は 

ス

ペ

ク

ト

ル

分

析

器 

（
略
） 

○ 

○ 
 

ス

プ

リ

ア

ス

発

射 

又

は
不

要
発

射
の

強

度 

低

周

波

発

振

器

ス

プ 

リ

ア

ス

電

力

計

又

は 

ス

ペ

ク

ト

ル

分

析

器 

（
略
） 

○  

 

空

中

線

電

力 

電

力

計

、

電

界

強

度 

測
定
器
又
は 

ス

ペ

ク

ト

ル

分

析

器 
（
略
） 

○ 

○ 
 

空

中

線

電

力 

電

力

計

、

電

界

強

度 

測
定
器
又
は 

ス

ペ

ク

ト

ル

分

析

器 

（
略
） 

○  

 

比

吸

収

率 

比

吸

収

率

測

定

装

置 

（
略
） 

 
 

 

比

吸

収

率 

比

吸

収

率

測

定

装

置 

（
略
） 

 
 

 

周

波

数

偏

移

又

は 

周

波

数

偏

位

又

は 

変

調

度 

低

周

波

発

振

器 

直

線

検

波

器

又

は 

変

調

度

計 

（
略
） 

 
 

 

周

波

数

偏

移

又

は 

周

波

数

偏

位

又

は 

変

調

度 

低

周

波

発

振

器 

直

線

検

波

器

又

は 

変

調

度

計 

（
略
） 

 
 

変

調

衝

撃

係

数 

低

周

波

発

振

器 

オ

シ

ロ

ス

コ

ー

プ 

（
略
） 

 
 

変

調

衝

撃

係

数 

低

周

波

発

振

器 

オ

シ

ロ

ス

コ

ー

プ 

（
略
） 

 

 

プ

レ

エ

ン

フ

ァ

シ

ス 

特

性 

低

周

波

発

振

器 

直

線

検

波

器 

（
略
） 

 
 

 

プ

レ

エ

ン

フ

ァ

シ

ス 

特

性 

低

周

波

発

振

器 

直

線

検

波

器 

（
略
） 

 
 

 

搬

送

波

電

力 

低

周

波

発

振

器 

ス

ペ

ク

ト

ル

分

析

器 

（
略
） 

 
 

 

搬

送

波

電

力 

低

周

波

発

振

器 

ス

ペ

ク

ト

ル

分

析

器 

（
略
） 

 
 

 

総

合

周

波

数

特

性 

低
周
波
発
振
器
電
力
計 

（
略
） 

 
 

 

総

合

周

波

数

特

性 

低
周
波
発
振
器
電
力
計 

（
略
） 

 
 

 

総

合

歪

及

び

雑

音 

低

周

波

発

振

器 

直

線

検

波

器 

歪

率

雑

音

計 

（
略
） 

 
 

 
総

合

歪

及

び

雑

音 

低

周

波

発

振

器 

直

線

検

波

器 

歪

率

雑

音

計 

（
略
） 

 
 

 

送

信

立

ち

上

が

り

時 

間

及

び

送

信

立

ち

下 

が
り
時
間 

オ

シ

ロ

ス

コ

ー

プ 

又
は 

ス

ペ

ク

ト

ル

分

析

器 

（
略
） 

 
 

 

送

信

立

ち

上

が

り

時 

間

及

び

送

信

立

ち

下 

が
り
時
間 

オ

シ

ロ

ス

コ

ー

プ 

又
は 

ス

ペ

ク

ト

ル

分

析

器 

（
略
） 

 
 

送

信

時

間 

低

周

波

発

振

器 

オ

シ

ロ

ス

コ

ー

プ 

（
略
） 

 
 

送

信

時

間 

低

周

波

発

振

器 

オ

シ

ロ

ス

コ

ー

プ 

（
略
） 

 



  
隣

接

チ

ャ

ネ

ル 

漏

え

い

電

力

又

は 
帯

域

外

漏

え

い

電

力 

低

周

波

発

振

器 

電

力

測

定

用

受

信

機 

又
は
ス
ペ
ク
ト
ル
分
析
器 

（
略
） 

 
 

 

隣

接

チ

ャ

ネ

ル 

漏

え

い

電

力

又

は 

帯

域

外

漏

え

い

電

力 

低

周

波

発

振

器 

電

力

測

定

用

受

信

機 

又
は
ス
ペ
ク
ト
ル
分
析
器 

（
略
） 

 

 

搬

送

波

を

送

信

し

て 

い

な

い

と

き

の

電

力 

低

周

波

発

振

器 

電

力

測

定

用

受

信

機 

又
は
ス
ペ
ク
ト
ル
分
析
器 

（
略
） 

 

搬

送

波

を

送

信

し

て 

い

な

い

と

き

の

電

力 

低

周

波

発

振

器 

電

力

測

定

用

受

信

機 

又
は
ス
ペ
ク
ト
ル
分
析
器 

（
略
） 

 

 

送

信

速

度 

低

周

波

発

振

器 

オ

シ

ロ

ス

コ

ー

プ 

（
略
） 

 

送

信

速

度 

低

周

波

発

振

器 

オ

シ

ロ

ス

コ

ー

プ 

（
略
） 

 

 
   受 

    信 

    装 

    置 

副

次

的

に

発

す

る 

電

波

等

の

限

度 
電

界

強

度

測

定

器 

又
は 

ス

ペ

ク

ト

ル

分

析

器 

（
略
） 

○ 

○ 
 

   受 

    信 

    装 

    置 

副

次

的

に

発

す

る 

電

波

等

の

限

度 

電

界

強

度

測

定

器 

又
は 

ス

ペ

ク

ト

ル

分

析

器 

（
略
） 

○  

 

感

度 

標

準

信

号

発

生

器 

レ

ベ

ル

計

又

は 

歪

率

雑

音

計 

（
略
） 

 
 

 

感

度 

標

準

信

号

発

生

器 

レ

ベ

ル

計

又

は 

歪

率

雑

音

計 

（
略
） 

 
 

 

通

過

帯

域

幅 

標

準

信

号

発

生

器 

周

波

数

計 

レ

ベ

ル

計 

（
略
） 

 
 

 

通

過

帯

域

幅 

標

準

信

号

発

生

器 

周

波

数

計 

レ

ベ

ル

計 

（
略
） 

 
 

 

減

衰

量 

標

準

信

号

発

生

器 

周

波

数

計 

レ

ベ

ル

計 

（
略
） 

 
 

 

減

衰

量 

標

準

信

号

発

生

器 

周

波

数

計 

レ

ベ

ル

計 

（
略
） 

 
 

 

ス
プ
リ
ア
ス
・
レ
ス
ポ 

ン
ス 

標

準

信

号

発

生

器 

レ
ベ
ル
計
又
は
歪
率
雑

音

計 
（
略
） 

 
 

 

ス

プ
リ

ア
ス

・
レ

ス

ポ 

ン
ス 

標

準

信

号

発

生

器 

レ
ベ
ル
計
又
は
歪
率
雑
音

計 

（
略
） 

 
 

 

隣

接

チ

ャ

ネ

ル 

選

択

度 

低

周

波

発

振

器 

標

準

信

号

発

生

器 

レ

ベ

ル

計

又

は 

オ

シ

ロ

ス

コ

ー

プ 

（
略
） 

 
 

 

隣

接

チ

ャ

ネ

ル 

選

択

度 

低

周

波

発

振

器 

標

準

信

号

発

生

器 

レ

ベ

ル

計

又

は 

オ

シ

ロ

ス

コ

ー

プ 

（
略
） 

 
 

 

感

度

抑

圧

効

果 

標

準

信

号

発

生

器 

レ

ベ

ル

計 

（
略
） 

 
 

 

感

度

抑

圧

効

果 

標

準

信

号

発

生

器 

レ

ベ

ル

計 

（
略
） 

 
 

 

相

互

変

調

特

性 

標

準

信

号

発

生

器 

レ
ベ
ル
計
又
は
歪
率
雑

音

計 

（
略
） 

 
 

 

相

互

変

調

特

性 

標

準

信

号

発

生

器 

レ
ベ
ル
計
又
は
歪
率
雑
音

計 

（
略
） 

 
 

 

局

部

発

振

器

の 

周

波

数

変

動 

周

波

数

計 

（
略
） 

 
 

 

局

部

発

振

器

の 

周

波

数

変

動 

周

波

数

計 

（
略
） 

 
 

 

デ

ィ

エ

ン

フ

ァ

シ

ス 

特

性 

低

周

波

発

振

器 

直

線

検

波

器 

（
略
） 

 
 

 

デ

ィ

エ

ン

フ

ァ

シ

ス 

特

性 

低

周

波

発

振

器 

直

線

検

波

器 

（
略
） 

 
 

 

総

合

歪

及

び

雑

音 

標

準

信

号

発

生

器 

歪

率

雑

音

計 

（
略
） 

 
 

 
総

合

歪

及

び

雑

音 

標

準

信

号

発

生

器 

歪

率

雑

音

計 

（
略
） 

 
 

注
（
略
） 

 
 
 

イ 

（
略
） 

ウ 

申
込
設
備
が
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
四
、
第
四
号
、
第
四
号
の
五
、
第

四
号
の
六
、
第
九
号
、
第
十
一
号
の
三
、
第
十
一
号
の
四
、
第
十
一
号
の
五

(

符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等

注
（
略
） 

 
 
 

イ 
（
略
） 

ウ 

申
込
設
備
が
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
四
、
第
四
号
、
第
四
号
の
五
、

第
四
号
の
六
、
第
九
号
、
第
十
一
号
の
三
、
第
十
一
号
の
四
、
第
十
一
号

の
五(

符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通



 

を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
陸
上
移
動
局
が
使
用
す
る
周
波
数
の

電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
限
る
。)

、
第
十
一
号
の
六(

符
号
分
割
多
元
接
続

方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線

設
備
で
あ
つ
て
陸
上
移
動
局
が
使
用
す
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の

に
限
る
。)
、
第
十
一
号
の
七
、
第
十
一
号
の
八
、
第
十
一
号
の
九(

時
分

割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を

行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
陸
上
移
動
局
が
使
用
す
る
周
波
数
の
電

波
を
送
信
す
る
も
の
に
限
る
。)

、
第
十
一
号
の
十(

時
分
割
・
符
号
分
割
多

重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無

線
設
備
で
あ
つ
て
陸
上
移
動
局
が
使
用
す
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も

の
に
限
る
。)

、
第
十
一
号
の
十
一
、
第
十
一
号
の
十
二
、
第
十
一
号
の
十

三(

陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。)

、
第
十
一
号
の
十
四

(

陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。)

、
第
十
四
号
、
第
十
四

号
の
二
、
第
二
十
号
の
二
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
五
号
の
三
、
第
二
十
五

号
の
六
、
第
二
十
八
号
、
第
二
十
八
号
の
二
、
第
三
十
号
の
二
、
第
三
十
号

の
三
、
第
四
十
六
号
、
第
四
十
七
号
、
第
四
十
七
号
の
二
、
第
五
十
六
号
の

二
、
第
五
十
七
号
、
第
五
十
七
号
の
二
又
は
第
五
十
七
号
の
三
で
あ
る
場
合

に
は
、
総
合
動
作
特
性
試
験
器
等
を
使
用
し
て
、
当
該
申
込
設
備
の
総
合
動

作
試
験(

設
備
規
則
第
三
十
七
条
、
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
第
四
項
、

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
二
十
五
第
三
項
、
第
四
十
五
条
の
二
十
一
第
一
号

イ
か
ら
ニ
ま
で
、
第
二
号
ロ
及
び
ハ
並
び
に
第
三
号
、
第
四
十
九
条
の
六
の

四
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
、
同
項
第
二
号
ロ
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び

第
二
号
、
第
四
十
九
条
の
六
の
五
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ハ
並
び
に
第
二
項

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
四
十
九
条
の
六
の
六
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び

ハ
並
び
に
第
三
項
第
一
号
、
第
四
十
九
条
の
七
第
一
号
ロ
⑷
、
第
四
十
九
条

の
八
の
三
第
二
項
第
二
号
、
第
四
十
九
条
の
十
八
第
一
号
イ
⑴
か
ら
⑶
で
並

び
に
ロ
⑵
び
⑶
、
同
条
第
二
号
イ
⑴
及
び
⑶
か
ら
⑸
ま
で
、
第
四
十
九
条
の

信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
陸
上
移
動
局
が
使
用
す
る
周

波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
限
る
。)

、
第
十
一
号
の
六(

符
号
分
割

多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無

線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
陸
上
移
動
局
が
使
用
す
る
周
波
数
の
電
波
を

送
信
す
る
も
の
に
限
る
。)

、
第
十
一
号
の
七
、
第
十
一
号
の
八
、
第
十
一

号
の
九(

時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た

め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
陸
上
移
動
局
が
使
用

す
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
限
る
。)

、
第
十
一
号
の
十(

時

分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信

等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
陸
上
移
動
局
が
使
用
す
る
周
波

数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
限
る
。)

、
第
十
一
号
の
十
一
、
第
十
一
号

の
十
二
、
第
十
一
号
の
十
三(

陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
も
の
に
限

る
。)

、
第
十
一
号
の
十
四(

陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
も
の
に
限

る
。)

、
第
十
四
号
、
第
十
四
号
の
二
、
第
二
十
号
の
二
、
第
二
十
二
号
、

第
二
十
五
号
の
三
、
第
二
十
五
号
の
六
、
第
二
十
八
号
、
第
二
十
八
号
の

二
、
第
三
十
号
の
二
、
第
三
十
号
の
三
、
第
四
十
六
号
、
第
四
十
七
号
、

第
四
十
七
号
の
二
、
第
五
十
七
号
、
第
五
十
七
号
の
二
又
は
第
五
十
七
号

の
三
で
あ
る
場
合
に
は
、
総
合
動
作
特
性
試
験
器
等
を
使
用
し
て
、
当
該

申
込
設
備
の
総
合
動
作
試
験(

設
備
規
則
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
第
四

項
、
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
二
十
五
第
三
項
、
第
四
十
五
条
の
二
十
一

第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
、
第
二
号
ロ
及
び
ハ
並
び
に
第
三
号
、
第
四
十
九

条
の
六
の
四
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
、
同
項
第
二
号
ロ
並
び
に
第
二
項

第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
四
十
九
条
の
六
の
五
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ハ

並
び
に
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
四
十
九
条
の
六
の
六
第
一

項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
並
び
に
第
三
項
第
一
号
、
第
四
十
九
条
の
七
第
一
号

ロ
⑷
、
第
四
十
九
条
の
八
の
三
第
二
項
第
二
号
、
第
四
十
九
条
の
十
八
第

一
号
イ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
並
び
に
ロ
⑵
及
び
⑶
、
同
条
第
二
号
イ
⑴
及
び
⑶



 

二
十
三
第
一
号
イ
⑵
、
同
条
第
二
号
イ
⑴
及
び
⑵
、
第
四
十
九
条
の
二
十
四

の
二
第
一
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
並
び
に
第
二
号
イ
及
び
ロ
、
第
四
十
九
条
の
二

十
四
の
三
第
一
号
及
び
第
二
号
ロ
、
第
四
十
九
条
の
二
十
七
第
一
項
第
五

号
、
第
六
号
及
び
第
八
号
、
第
四
十
九
条
の
二
十
七
第
二
項
、
第
五
十
四
条

第
二
号
ヘ
か
ら
チ
ま
で
、
第
五
十
四
条
第
四
号
イ
⑹
、
第
五
十
四
条
の
三
第

一
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
同
条
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、

第
五
十
七
条
の
二
の
二
第
三
項
又
は
第
五
十
七
条
の
三
の
二
第
三
項
に
定
め

る
条
件
へ
の
適
合
を
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
試
験
方
法
又
は
こ
れ
と
同

等
以
上
の
方
法
に
よ
り
審
査
す
る
試
験
を
い
う
。)

を
行
う
。 

二
・
三 

（
略
） 

か
ら
⑸
ま
で
、
第
四
十
九
条
の
二
十
三
第
一
号
イ
⑵
、
同
条
第
二
号
イ
⑴

及
び
⑵
、
第
四
十
九
条
の
二
十
四
の
二
第
一
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
並
び
に
第

二
号
イ
及
び
ロ
、
第
四
十
九
条
の
二
十
四
の
三
第
一
号
及
び
第
二
号
ロ
、

第
四
十
九
条
の
二
十
七
第
一
項
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
八
号
、
第
四
十

九
条
の
二
十
七
第
二
項
、
第
五
十
四
条
第
二
号
ヘ
か
ら
チ
ま
で
、
第
五
十

四
条
第
四
号
イ
⑹
、
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま

で
、
同
条
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
五
十
七
条
の
二
の
二
第

三
項
又
は
第
五
十
七
条
の
三
の
二
第
三
項
に
定
め
る
条
件
へ
の
適
合
を
総

務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
試
験
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
方
法
に
よ

り
審
査
す
る
試
験
を
い
う
。)

を
行
う
。 

二
・
三 

（
略
） 

別
表
第
二
号
 
工
事
設
計
の
様
式
（
別
表
第
一
号
一
(
1
)
関
係
）
 

 
第
一
～
第
五
 
（
略
）
 

 
第
六
 
第
２
条
第
１
項

第
5
6
号
の

2
、
第

5
7
号

又
は
第

5
7
号
の

2
に
規
定

す
る
放
送
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
工
事
設
計
書

 

別
表
第
二
号
 
工
事
設
計
の
様
式
（
別
表
第
一
号
一
(
1
)
関
係
）
 

第
一
～
第
五
 
（
略
）
 

 
第
六
 
第
２
条
第
１
項

第
5
7
号

又
は
第

5
7
号
の

2
に
規
定
す
る
放
送
局
に

使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
工
事
設
計
書
 



 
 

長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
辺 

 工事設計書 

  1 送信方式    

2          
 
送
信
機 

(1) 定格出力   (2) 発射可
能な電波の
型式及び周
波数の範囲 

  

(3) 発振   

(4) 変調   

(5) 製造者名等 製造者名 型式又は名称 製造番号 

      

3       
 
受
信
機 

(1) 通過帯域幅   

(2)  製造者名
等 

製造者名 型式又は名称 製造番号 

      

4 空中線 (1) 型式及び構成 (2) 利得 

    

5 附属装置等の種類
及び型式又は名称 

  

6 その他の工事設計   

7 添付図面 (1) 無線設備系統図 
(2) 空中線指向図 

8 参考事項   

  
 

 

長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
辺 

 工事設計書 

  1 送信方式    

2          
 
送
信
機 

(1) 定格出力   (2) 発射可
能な電波の
型式及び周
波数の範囲 

  

(3) 発振   

(4) 変調   

(5) 製造者名等 製造者名 型式又は名称 製造番号 

      

3       
 
受
信
機 

(1) 通過帯域幅   

(2) 製造者名等 製造者名 型式又は名称 製造番号 

      

4 空中線 (1) 型式及び構成 (2) 利得 

    

5 附属装置等の種類
及び型式又は名称 

  

6 その他の工事設計   

7 添付図面 (1) 無線設備系統図 
(2) 空中線指向図 

8 参考事項   

  
 

短  辺    (日本工業規格Ａ列４番) 短  辺    (日本工業規格Ａ列４番) 



 
注１ １の欄は、「超短波放送標準方式」、「超短波音声多重放送

及び超短波文字多重放送標準方式」、「標準テレビジョン放送(

デジタル放送)標準方式」又は「高精細度テレビジョン放送(デ

ジタル放送)標準方式」のように記載すること。 

注１ １の欄は、「標準テレビジョン放送(デジタル放送)標準方式

」又は「高精細度テレビジョン放送(デジタル放送)標準方式」

のように記載すること。 

 ２ ２の(1)の欄は、電波の型式別に、無線設備系統図に示す出

力端子における出力規格の値を記載すること。なお、定格出力

を低下させて使用する場合は、定格出力、その低下させる方法

及びその低下後の出力を記載することとし、また、可変設定す

る場合は、その最小空中線電力と最大空中線電力を記載するこ

と。 

(記載例) Ｆ８Ｅ １Ｗ(固定減衰器使用、0.25Ｗ) 

     Ｆ８Ｅ 0.001Ｗから 0.25Ｗまで(可変減衰器使用) 

Ｘ７Ｗ 0.1Ｗ(固定減衰器使用、0.05Ｗ) 

     Ｘ７Ｗ 0.001Ｗから 0.05Ｗまで(可変減衰器使用) 

２ ２の(1)の欄は、電波の型式別に、無線設備系統図に示す出

力端子における出力規格の値を記載すること。なお、定格出力

を低下させて使用する場合は、定格出力、その低下させる方法

及びその低下後の出力を記載することとし、また、可変設定す

る場合は、その最小空中線電力と最大空中線電力を記載するこ

と。 

(記載例) Ｘ７Ｗ 0.1Ｗ(固定減衰器使用、0.05Ｗ) 

       Ｘ７Ｗ 0.001Ｗから 0.05Ｗまで(可変減衰器使用) 

３ ２の(2)の欄は、「Ｆ８Ｅ 76.1MHzから 94.9MHzまで」又は

「Ｘ７Ｗ 470MHzから 710MHzまで」のように記載すること。 

３ ２の(2)の欄は、「Ｘ７Ｗ 470MHzから 710MHzまで」のよう

に記載すること。 

 ４～６ （略） ４～６ （略） 

７ ３の(1)の欄は、受信周波数が 470MHz未満の場合は６ｄＢ低下

の幅を、470MHz以上の場合は３ｄＢ低下の幅を記載すること。 

２以上の受信機を有する場合は、各受信機の通過帯域幅を記

載すること。 

７ ３の(1)の欄は、３dB低下の幅を記載すること。 

８ （略） ８ （略） 

 ９ ４の(1)の欄は、次によること。 

 (1) 偏波面並びに輻射器、反射器、導波器等がある場合には、そ

の区別及び素子数を記載すること。 

 (2) 放物面鏡、電磁ホーン等については、その直径又は長径及び

短径を記載すること。 

 ９ ４の(1)の欄は、次によること。 

 (1) 偏波面並びに輻射器、反射器、導波器等がある場合には、そ

の区別及び素子数を記載すること。 

 (2) 放物面鏡、電磁ホーン等については、その直径又は長径及び

短径を記載すること。 

10 ４の(2)の欄は、相対利得で表示すること。ただし、中波放送

の周波数の電波を受信するものにあっては、短小垂直空中線に

対する利得（ｄＢ）を記載すること。 

10 ４の(2)の欄は、相対利得で表示すること。 

  

 

11 ５の欄は、無線設備のうち、２の欄から４の欄までに記載しな

い装置を記載すること。 

11 ５の欄は、無線設備のうち、2の欄から 4の欄までに記載しな

い装置を記載すること。 



 
12 ６の欄は、次によること。 12 ６の欄は、次によること。 

(1)  第２条第１項第 56号の２に規定する地上基幹放送局に使

用するための無線設備の場合は、設備規則別図第２号におい

て当該無線設備に適用される搬送波の周波数からの差の絶対

値が 200kHz以上 300kHz未満及び 300kHz以上における平均電

力Ｐからの減衰量の値を記載すること。 

 

 (2)  第２条第１項第 57号又は第 57号の２に規定する地上基

幹放送局に使用するための無線設備の場合は、設備規則別図

第４号の８の８において当該無線設備に適用される搬送波の

周波数からの差が±4.36MHzにおける平均電力Ｐからの減衰

量の値を記載すること。 

(1) 設備規則別図第４号の８の８において当該無線設備に適用

される搬送波の周波数からの差が±4.36MHzにおける平均電力

Ｐからの減衰量の値を記載すること。 

(3) １の欄から５の欄までの記載事項以外の工事設計について

電波法第３章に規定する技術基準に適合している旨を記載す

ること。 

なお、第２条第１項第 57号の 2に規定する 地上基幹放送

局 に使用するための無線設備の場合は、当該無線設備を構成

する送信装置、受信装置又は中継線若しくは連絡線に接続す

る分配器等に接続する設備規則第 37条の 27の 10の２に規定

する有線テレビジョン放送施設等からの影響により、当該無

線設備を構成する送信装置又は受信装置の電気的特性に変更

を来すこととならないことを説明した書類を添付すること。 

(2) １の欄から５の欄までの記載事項以外の工事設計について

電波法第３章に規定する技術基準に適合している旨を記載する

こと。 

なお、第２条第１項第 57号の２に規定する 放送局 に使用す

るための無線設備の場合は、当該無線設備を構成する送信装置

、受信装置又は中継線若しくは連絡線に接続する分配器等に接

続する設備規則第 37条の 27の 10の２に規定する有線テレビ

ジョン放送施設等からの影響により、当該無線設備を構成する

送信装置又は受信装置の電気的特性に変更を来すこととならな

いことを説明した書類を添付すること。    

13 ７の欄の添付図面の記載等は、次によること。 

(1) ７の欄の(1)の図面は、当該無線設備を構成する受信空中

線から送信空中線までの範囲について、送信装置及び受信装

置の系統、各系統の用途及び周波数並びに送信装置、受信装

置及び空中線の接続系統を記載すること。ただし、第２条第

１項第 57号の２に規定する 地上基幹放送局 に使用するため

の無線設備の場合は、当該無線設備と接続する設備規則第 37

条の 27の 10の２に規定する有線テレビジョン放送施設等に

限り記載を要しない。 

13 7の欄の添付図面の記載等は、次によること。 

(1) 7の欄の(1)の図面は、当該無線設備を構成する受信空中線

から送信空中線までの範囲について、送信装置及び受信装置の

系統、各系統の用途及び周波数並びに送信装置、受信装置及び

空中線の接続系統を記載すること。ただし、第２条第１項第

57号の 2に規定する 放送局 に使用するための無線設備の場合

は、当該無線設備と接続する設備規則第 37条の 27の 10の２

に規定する有線テレビジョン放送施設等に限り記載を要しない

。 

（記載例）  

 ア 第２条第１項第 56号の２に規定する地上基幹放送局に  



 
使用するための無線設備の場合 

    （※別添１）    

イ 第２条第１項第 57号又は第 57号の２に規定する地上基

幹放送局に使用するための無線設備の場合 

 

  （※別添２） （記載例） 

 （※別添２） 

(2) 7の欄の(2)の図面は、送信空中線に限り、水平面及び垂

直面の指向特性を記載すること。 

 (2) 7の欄の(2)の図面は、送信空中線に限り、水平面及び垂

直面の指向特性を記載すること。 

別表第三号～別表第五号 （略） 別表第三号～別表第五号 （略） 

様式第１号～第６号 （略） 様式第１号～第６号 （略） 

様式第７号（第８条、第 20条、第 27条及び第 36条関係） 

表示は、次の様式に記号Ｒ及び技術基準適合証明番号又は工事設計

認証番号を付加したものとする。 

 （様式略） 

 

 注１～３ （略） 

４ 技術基準適合証明番号の最初の３文字は総務大臣が別に定め

る登録証明機関又は承認証明機関の区別とし、４文字目又は４

文字目及び５文字目は特定無線設備の種別に従い次表に定める

とおりとし、その他の文字等は総務大臣が別に定めるとおりと

すること。 
 

様式第７号（第８条、第 20条、第 27条及び第 36条関係） 

表示は、次の様式に記号Ｒ及び技術基準適合証明番号又は工事設

計認証番号を付加したものとする。 

 （様式略） 

 

 注１～３ （略） 

  ４ 技術基準適合証明番号の最初の３文字は総務大臣が別に定め

る登録証明機関又は承認証明機関の区別とし、４文字目又は４

文字目及び５文字目は特定無線設備の種別に従い次表に定める

とおりとし、その他の文字等は総務大臣が別に定めるとおりと

すること。 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定無線設備の種別 記号 

（略） （略） 

第２条第１項第54号の３に掲げる無線設備 NT 

第２条第１項第56号の２に掲げる無線設備 GF 

第２条第１項第57号に掲げる無線設備 OV 

（略） （略） 

 

特定無線設備の種別 記号 

（略） （略） 

第２条第１項第54号の３に掲げる無線設備 NT 

第２条第１項第57号に掲げる無線設備 OV 

（略） （略） 
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増　幅
2SC5338

f1～f9

受信空中線 増　幅
2SC5338

増　幅
2SC5338

A G C
RFSA3013

ミキサー
AD831

セラミックフィルタ

増　幅
THS3202

10.7MHz

検　波
AD8363

AGC制御
NJM2904

ミキサー
AD831

VCO･位相･検波
ADF4360

水晶発振
TG-5021CE

f1 f1

10MHz

f1-10.7MHz

同上f2 f2

同上f3 f3

同上f4 f4

同上f5 f5

同上f6 f6

同上f7 f7

同上f8 f8

同上f9 f9

合成・増幅
AE312

増　幅
S10040240P

f1～f9 L D
FOL15Q5MWSS

f1～f9

送信空中線

低域フィルタ

増　幅
D10040230PH1

検　波
AD8363

AGC制御
NJM2904

増　幅
AE312

増　幅
AE312

増　幅
AE312

増　幅
AE312

帯域フィルタ

増　幅
AE312

増　幅
AE312

増　幅
AE312

P D
PDS123-COT-B020

A G C
RFSA3013

連絡線
（光ケーブル）

受信系統

送信系統

整 流 部
ユニット
VTB21FWA

AC100V
DC +24V

DC +5V

整 流 部
ユニット
VTA21FWAB

AC100V
DC +24V

DC +5V



57MHz f1+57MHz 

f1～f8 

f1 

前置増幅 
2SC5336 

増  幅 
2SC5336 

増  幅 
2SC5336 

混合増幅 
ND487C1 
2SC5336 

中間周波 
増  幅 
2SC5336 

中間周波 
増  幅 
2SC5336 

Ａ Ｇ Ｃ 
MA551 

混合増幅 
ND487C1 
2SC5336 

Ａ Ｇ Ｃ 
MA551 

検  波 
SD46×2 

合成増幅 
2SC5338 

Ｖ Ｃ Ｏ 
V560 

増  幅 
2SC5338 

増  幅 
2SC5338 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

整 流 部 
ユニット 

WRDJ21FWX-U DC +５V 

DC +12V 

増  幅 
2SC5338 

増  幅 
2SC5338 

Ａ Ｇ Ｃ 
MA551 

増  幅 
2SC5338 

増  幅 
2SC5338 

増  幅 
2SC5338 

増  幅 
2SC5338 

検  波 
SD46×2 

Ａ Ｇ Ｃ 
制  御 
AN1358 

同軸ケーブル 
７C-FB 
５ｍ～30ｍ 
 

AC100V 

整 流 部 
ユニット 

WRDJ21FWX-U 

DC +24V 

DC +15V 
AC100V 

送
信
空
中
線 

受
信
空
中
線 

10MHz 

帯域フィルタ 低域フィルタ 

f1+57MHz 

f2 

f3 

f4 

f5 

f6 

f7 

f8 

f1 f1～f8 

f2 

f3 

f4 

f5 

f6 

f7 

f8 

受信系統 

送信系統 

位相検波 
分  周 
ADF4113 

増 幅 
2SC324 

Ｖ Ｃ Ｏ 
V560 

増 幅 
2SC324 

位相検波 
分  周 
ADF4113 

水晶発振 
2SC185 

弾性表面波フィルタ 

f1 

Ａ Ｇ Ｃ 
制  御 
AN1358 

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案新旧対照条文 別添２ 


	03-3_別紙3_新旧対応表(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則)rev8
	03-3_別紙3(別添1)技適証明系統図記載例FM
	スライド番号 1

	03-3_別添3(別添2)技適証明系統図記載例TV
	スライド番号 1


